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最低賃金制度とは 
この制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を

定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支

払わなければならないとするものです。仮に最低賃金額

より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律に

より無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものと

みなされます。近年は諸外国との賃金格差が叫ばれるこ

とも多く、景気対策のため今年も大幅な最低賃金引き上

げが議論されてきました。 

 

2023年の最低賃金（予定） 
今年7月下旬、中央最低賃金審議会において取りまとめ

られた答申によると、2023年度地域別最低賃金額改定

の引上げ額の目安は次の表に掲げる金額となりました。 

 

各都道府県の引上げ額の目安については、Ａランク 41

円、Ｂランク40円、Ｃランク39円。 

ランク 判定 

A 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 

B 北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新

潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、

静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌

山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、

愛媛、福岡 

C 青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、

長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 

 

今後、各地方の最低賃金審議会で再度審議された上で最

終的な最低賃金額が決定されます。 

 

予定される最低賃金額 
2023年秋以降の最低賃金について、多くの地方最低賃

金審議会では前述の目安額に上乗せした額を答申して

います。現段階の予定額は以下の通りです。 

 

【2023年秋からの最低賃金の予定額】 

都道府県 旧 新 

東京 1,072 1,113 

神奈川 1,071 1,112 

埼玉 987 1,028 

千葉 984 1,026 

大阪 1,023 1,064 

福岡 900 941 

宮城 883 923 

 

今回の引き上げ額からは、明らかに「最低賃金の全国加

重平均を1,000円以上にする」という狙いが見えます。

仮に目安どおりに各都道府県で引上げが行われた場合

の全国加重平均は 1,002 円となります。なお全国加重

平均の上昇額 41 円（昨年度は 31 円）は、1978 年度

に目安制度が始まって以降で最高額となり、今までにな

い大幅な上昇となりそうです。 

 

月給の目安 

最低賃金は時間給で決められますが、これを月給に置き

換えると、2023年秋からの最低賃金を踏まえた最低月

給の目安※はおよそ次のような金額になります。 

 

都道府県 最低月給目安 

東京 192,549 

神奈川 192,376 

埼玉 177,844 

千葉 177,498 

※１ヶ月の所定労働時間を173時間として計算 

 

なお、最低賃金は皆勤手当、家族手当、通勤手当等を含

めません。それらの手当以外で上記の金額をクリアしな

ければならないことに注意してください。

2023年の最低賃金改定

について 

 

 

毎年 10 月付近に改定となる最低賃金です

が、今年も全国加重平均を 1,000 円にすべ

く大幅な上昇が見込まれています。地域別最

低賃金の改定予定について紹介します。 


